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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年３月２９日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                            委   員  庄 司 邦 昭 

                            委   員  石 川 敏 行 

                            委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２２年１２月２２日 ０２時００分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北区 

 大阪府堺市所在の堺泉北大和川南防波堤北灯台から真方位１２０°６０

ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.３′ 東経１３５°２３.３′） 

事故調査の経過  平成２３年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

石材砂利運搬船 第八勝
かつ

丸、４６９トン 

 １３１８４１、有限会社大角海運 

 ４９.８９ｍ×１０.５０ｍ×５.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成元年５月 

 乗組員等に関する情報 航海士 男性 ４１歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成元年７月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年７月１０日 

  免状有効期間満了日 平成２６年７月１１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部ブルワーク凹損等 

防波堤 擦過傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び航海士ほか１人が乗り組み、砕石約１,０００ｔを積

載して兵庫県姫路市西島（家島諸島）から明石海峡経由で阪神港堺泉北区

に向かった。 

 航海士は、平成２２年１２月２１日２３時５０分ごろ明石海峡航路中央

第３号灯浮標を通過した付近において、単独の船橋当直に就き、針路をお

おむね阪神港堺泉北区に向ける約０８８°（真方位、以下同じ。）に定

め、操舵装置後方の椅子に腰を掛けて自動操舵により航行した。 

 航海士は、周囲に航行の支障となる船舶がいないことを確認しながら東

進中、阪神港神戸区南方沖を通過した頃から眠気を催すようになった。 

 航海士は、０.７５マイルレンジとしていたレーダー画面の端に大阪灯

標の映像が映ってきたことは覚えていた。 

 本船は、同じ針路で航行し、２２日０２時００分ごろ堺泉北大和川南防

波堤北灯台から１２０°６０ｍ付近の大和川南防波堤（以下「本件防波

堤」という。）に衝突した。 
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 航海士は、衝突の衝撃で目を覚まし、また、船長は、自室で就寝中に衝

撃音で目覚めて昇橋し、操船を代わって本船を阪神港堺泉北区の沖に移動

させた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約３m/s、気温 約１２℃、視界

良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期、潮流 微弱な東流 

 その他の事項  本船は、基本的に日曜日以外の毎日、兵庫県相生港又は家島諸島で荷物

を積んで深夜に出港して阪神港大阪区又は阪神港堺泉北区で荷物を揚げる

航海に従事し、航海士は本航海の航路に慣れていた。 

 本船では、船橋当直を時間帯で割り振らず、出港後、機関長が播磨灘北

航路第９号灯浮標南方沖付近までの約１時間３０分、船長が明石海峡東口

を通過するまで、航海士が目的港の港口を通過するまでそれぞれ単独で船

橋当直に就いていた。 

 航海士は、ふだんから、自宅で約２時間３０分、出港後、本船で約３時

間の睡眠を取っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、阪神港堺泉北区西方沖を自動操舵で

東進中、単独で船橋当直中の航海士が、居眠りに

陥ったことから、変針予定場所を通過して東進を

続け、本件防波堤に衝突したものと考えられる。 

 航海士は、慣れた航路であったこと、及び周囲

に航行の支障となる船舶が存在していなかったの

で安心したことから気が緩み、居眠りに陥ったも

のと考えられる。 

 航海士は、休日を除き、毎日、自宅で約２時間

３０分、出港後は本船で３時間程度の睡眠をそれ

ぞれ取っていたが、連続した睡眠を取っていなか

ったことから、睡眠不足の状態であった可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港堺泉北区西方沖を自動操舵で東進中、

単独で船橋当直中の航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し

て本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  本船の船舶所有者は、本事故後、本船操舵室天井付近にタイマー式でア

ラームが鳴る居眠り防止装置を設置した。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・船橋当直中に眠気を催した場合には、椅子から立ち上がって眠気を払

拭する措置をとること。また、眠気が払拭されないときには、船長に

報告すること。 

 




